
反
対
討
論（
市
民
と
市
政
を
つ
な
ぐ
会
）

討
　
論

　

平
成
26
年
度
八
潮
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て
討
論

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

今
回
の
補
正
予
算
に
は
、
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
（
以
下
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
）
導
入
に
向
け
た
既
存

シ
ス
テ
ム
の
改
修
費
が
含
ま
れ
て
い

る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は
、
全
て

の
国
民
と
外
国
人
住
民
に
対
し
て
、

社
会
保
障
と
税
の
分
野
で
共
通
に
利

用
す
る
識
別
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

を
付
け
て
、
こ
れ
ら
の
分
野
の
個
人

デ
ー
タ
を
、
本
人
同
意
が
な
く
て
も

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
て
確
実
に
名
寄
せ
・
統
合

（
デ
ー
タ
マ
ッ
チ
ン
グ
）す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
制
度
で
、
将
来
的
に
は

民
間
で
の
活
用
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

制
度
に
つ
い
て
は
、
日
弁
連
な
ど

多
く
の
団
体
が
、
種
々
の
問
題
点
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
自

己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
問
題
。

基
本
的
人
権
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
（
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
）

の
前
提
は
情
報
主
体
に
よ
る
情
報
利

用
の
認
識
、
認
容
が
必
要
。

　

し
か
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

つ
い
て
、
政
府
調
査
で
も
、
国
民
の

８
割
以
上
が
制
度
を
理
解
し
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
は
政
府
が
個
人
情
報

の
利
活
用
の
推
進
を
優
先
し
、
情
報

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
」
に
含
ま
れ
る
個
人
情
報
は
、

私
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
よ

び
、
中
に
は
病
歴
な
ど
秘
匿
性
の
高

い
情
報
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が

「
名
寄
せ
・
統
合
」
さ
れ
、
一
元
的

に
管
理
さ
れ
る
。
仮
に
、
当
該
管
理

に
瑕
疵
が
あ
り
、
情
報
が
流
出
す
る

よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
き
な
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
発
生
す
る
と
と

も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
な
り
す
ま
し
」

に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
危
険
も
高

ま
り
、
最
終
的
に
は
回
復
不
能
の
損

害
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
を
内
在
し

て
い
る
。

　

第
二
は
、
費
用
の
問
題
と
リ
ス
ク

の
問
題
。
一
で
述
べ
た
リ
ス
ク
管
理

の
た
め
に
は
高
度
な
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
が
必
要
だ
が
、
現
在
、
サ
イ

バ
ー
攻
撃
な
ど
か
ら
完
全
に
防
御
で

き
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
仮

に
、
完
全
に
防
御
で
き
る
シ
ス
テ
ム

が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

の
構
築
費
用
は
莫
大
に
な
る
と
予
想

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ス
ク
管

理
の
検
討
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
、

上
記
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
実
効
性
に

も
乏
し
い
。
大
前
研
一
氏
は
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
シ
ス
テ
ム
の
導
入
コ
ス
ト

に
つ
い
て
は
初
期
費
用
が
２
７
０
０

億
円
、
運
用
開
始
後
の
維
持
・
管
理

コ
ス
ト
が
年
間
３
０
０
億
円
程
度
と

報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
カ
ネ
は

ド
ブ
に
捨
て
る
も
同
然
だ
」
と
言
っ

て
い
る
。

　

第
三
は
、
正
確
な
所
得
捕
捉
が
で

き
な
い
こ
と
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

は
「
正
確
な
所
得
捕
捉
」
と
「
税
と

社
会
保
障
一
体
改
革
」
の
た
め
に
必

要
だ
と
説
明
し
て
き
た
が
、
税
制
に

関
し
て
は
、
消
費
税
増
税
を
先
行
さ

せ
、
所
得
税
等
の
累
進
課
税
強
化
は

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
先
送
り
さ

れ
た
。
「
社
会
保
障
の
充
実
」
と

「
公
平
な
税
制
の
実
現
」
と
い
う
目

的
や
理
念
の
骨
格
自
体
が
揺
ら
い
で

い
る
。
さ
ら
に
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

を
導
入
し
て
も
「
正
確
な
所
得
の
捕

捉
」
が
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
、

「
社
会
保
障
・
税
番
号
大
綱
」
で
政

府
自
ら
が
認
め
て
い
る
。

　

既
に
失
敗
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
住

基
ネ
ッ
ト
へ
の
反
省
や
検
証
も
さ
れ

ず
に
、
多
大
な
費
用
を
か
け
て
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
性
急
な
実
施
が
必

要
な
の
か
、
か
な
り
疑
問
だ
。

　

さ
ら
に
、
昨
年
12
月
に
成
立
し
た

秘
密
保
護
法
と
の
関
係
も
懸
念
さ
れ

る
。
今
年
３
月
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
施

行
令
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
施

行
令
（
政
令
）
で
は
、
政
府
は
「
破

壊
活
動
防
止
法
」
「
国
際
捜
査
共
助

法
」
「
暴
力
団
対
策
法
」
「
組
織
犯

罪
処
罰
法
」
等
26
項
目
に
基
づ
い
て
、

警
察
な
ど
が
幅
広
く
情
報
を
収
集
し
、

保
管
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、

閣
議
決
定
の
み
で
、
国
会
で
の
審
議

と
法
改
正
の
手
続
き
を
経
な
く
て
も
、

「
政
令
で
定
め
る
公
益
上
の
必
要
が

あ
る
と
き
」
と
い
う
例
外
規
定
を
つ

く
っ
た
。
解
釈
改
憲
を
も
辞
さ
な
い

安
倍
政
権
。
秘
密
保
護
法
の
「
適
正

評
価
」
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
う
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
性
は
ぬ
ぐ

え
な
い
。

　

国
民
に
納
得
で
き
る
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
も
示
さ
ず
、
ま
ず
「
シ
ス
テ

ム
構
築
あ
り
き
」
と
い
う
方
法
は
、

福
島
原
発
で
の
政
府
の
情
報
隠
し
か

ら
、
国
に
対
す
る
不
信
が
高
ま
っ
て

い
る
中
、
よ
り
一
層
の
不
安
を
増
長

さ
せ
る
。
共
通
番
号
制
の
目
的
は
、

個
人
情
報
を
縦
に
つ
な
ぎ
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
追
跡
し
、
横
に
つ
な
い
で

一
覧
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、

万
が
一
、
個
人
番
号
が
漏
え
い
す
れ

ば
、
そ
の
被
害
の
拡
大
は
住
基
ネ
ッ

ト
よ
り
も
遥
か
に
危
険
で
、
そ
の
為
、

罰
則
等
も
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
罰

則
が
強
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
人
為

的
に
起
こ
さ
れ
る
事
故
や
犯
罪
が
完

全
に
防
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
関
連
の
予
算
に
反
対
し
、
討
論

と
し
ま
す
。

＊
同
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
日
本
共

産
党
か
ら
も
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し

た
。賛

成
討
論
（
自
民
ク
ラ
ブ
）

　

議
案
第
45
号
平
成
26
年
度
八
潮
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て
、
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
い

た
し
ま
す
。

　

今
回
の
補
正
予
算
を
見
ま
す
と
、

主
な
も
の
と
し
て
、
歳
入
で
は
、
社

会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム
整

備
費
補
助
金
、
被
災
農
業
者
向
け
経

営
体
育
成
支
援
事
業
費
補
助
金
、
図

書
購
入
費
寄
付
金
の
予
算
化
な
ど
、

収
入
の
見
込
み
な
ど
を
的
確
に
捉
え

た
、
適
切
な
予
算
措
置
が
な
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　

一
方
、
歳
出
に
つ
い
て
で
す
が
、

総
務
費
で
は
、
国
の
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
導
入
に
係
る
委
託
料
等
が

予
算
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
適
切
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
に
よ
る
個
人
情
報
の
保
護
の
も
と
、

市
民
の
利
便
性
の
向
上
、
及
び
事
務

の
効
率
性
・
透
明
性
が
高
ま
る
も
の

と
考
え
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
今
回

の
一
般
質
問
の
中
で
も
議
論
さ
れ
た

よ
う
に
、
今
後
、
制
度
が
本
格
的
に

導
入
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
事
務
量
の

増
加
や
、
シ
ス
テ
ム
改
修
等
、
か
な

り
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
続
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
市

で
も
、
そ
の
対
応
に
全
庁
的
な
取
り

組
み
を
す
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
懸

念
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
漏
洩
等
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
研
修
を
含
め

た
職
員
研
修
の
実
施
、
マ
ン
パ
ワ
ー

の
育
成
も
併
せ
て
進
め
て
い
く
こ
と

を
提
言
い
た
し
ま
す
。

　

同
じ
く
総
務
費
で
は
、
八
潮
市
民

文
化
会
館
の
建
物
診
断
及
び
、
保
全

計
画
策
定
に
係
る
委
託
料
の
予
算
化

に
よ
り
、
施
設
の
維
持
管
理
の
充
実

が
期
待
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
ケ
ー
ス
は
、
10

年
以
上
前
か
ら
雨
漏
り
の
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
予
算
等
の
関

係
で
、
本
格
的
な
調
査
や
、
抜
本
的

な
修
繕
が
お
こ
な
わ
れ
ず
、
さ
ら
に

被
害
が
拡
大
し
、
多
額
の
費
用
を
要

し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
と
感
じ
て
い

ま
す
。

　

市
内
に
は
、
築
30
年
以
上
経
過
し

た
公
共
施
設
が
数
多
く
点
在
し
て
お

り
、
建
物
や
内
部
の
機
器
等
、
経
年

劣
化
が
進
み
、
早
急
に
対
応
す
る
必

要
が
あ
る
施
設
も
多
い
の
で
は
と
感

じ
て
い
ま
す
。
今
後
、
該
当
す
る
施

設
に
対
し
て
も
、
保
全
計
画
の
策
定

や
、
抜
本
的
な
修
繕
を
含
め
た
、
適

切
な
維
持
管
理
を
進
め
る
こ
と
を
提

言
し
ま
す
。

　

農
林
水
産
業
費
で
は
、
今
年
２
月

の
大
雪
に
よ
り
被
災
し
た
農
業
用
ハ

ウ
ス
等
の
撤
去
、
再
建
に
要
す
る
費

用
の
予
算
化
に
よ
り
、
被
災
農
業
者

の
営
農
再
開
を
支
援
で
き
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

　

教
育
費
で
は
、
寄
付
金
を
活
用
し

た
図
書
の
購
入
に
よ
り
、
小
学
校
及

び
図
書
館
図
書
の
充
実
が
図
ら
れ
、

よ
り
教
育
環
境
が
向
上
す
る
も
の
と

考
え
ま
す
。
以
上
、
今
回
の
補
正
予

算
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
年
度
開
始

の
間
も
な
い
時
期
で
は
あ
り
ま
す
が
、

財
源
の
有
効
活
用
を
図
り
な
が
ら
、

市
民
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
る
予
算

措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
評
価
で
き

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
で
は
、
「
地
方
公
共
団
体
は
、
そ

の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
っ
て
は
、

住
民
の
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
と
と

も
に
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ

が
国
の
経
済
は
、
景
気
が
ゆ
る
や
か

に
回
復
し
た
と
の
見
方
が
あ
り
ま
す

が
、
今
後
の
経
済
情
勢
や
社
会
情
勢

を
鑑
み
て
も
、
本
市
を
含
め
、
地
方

自
治
体
は
厳
し
い
財
政
状
態
が
続
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
方
分
権
が
叫
ば
れ
、
早
10
数
年

が
経
過
し
、
今
後
は
さ
ら
に
「
自

主
・
自
立
」
と
い
う
考
え
方
が
主
流

と
な
り
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
自
治
体
を

「
運
営
す
る
と
い
う
考
え
方
」
か
ら
、

「
経
営
を
す
る
と
い
う
考
え
方
」
に

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
す
る
こ
と
が
必

要
と
考
え
ま
す
。
市
長
を
は
じ
め
、

執
行
部
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
何
事

に
も
経
営
感
覚
の
視
点
を
忘
れ
ず
、

多
種
多
様
化
す
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
へ

の
対
応
を
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、

住
民
福
祉
の
増
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

常
に
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
ち
、
日
々

の
業
務
に
励
む
こ
と
を
望
み
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
こ
こ
に
本
議
案
に
つ
い

て
、
賛
成
の
意
を
表
し
討
論
を
終
わ

り
ま
す
。
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